
拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　当協会では、サッシの各種性能の認知向上を目的にカタログ表示の標準化活動に取組ん

でおります。また活動の一環として、「窓の性能ピクト」の運用をしております。

　これは消費者に ”家における窓”の役割を広く理解していただくために ”窓の持つ性能”を

よりわかりやすく表現し、広く普及させることを目的としております。

　現在、当協会の会員各社のカタログやパンフレットで、性能ピクトによるサッシ性能の照会を

行っております。

　また、この性能ピクトはサッシ・ドア関係の製造メーカーで広く使っていただくことも目的とし

ています。使用に関しては審査等もございますので、下記事務局にお問い合わせいただき、

ご希望される企業様は、サッシ協会宛に申請をお願いいたします。（サッシ協会会員には、

審査等はありません）

敬具

「窓の性能ピクト」使用の申請について

　各企業様の使用につきましては、当協会と個別企業単位に許諾契約を結ぶことにより、

「窓の性能ピクト」の使用が可能になります。（５万円／１企業）

　希望企業様には「商標許諾申請書」をお送りしますので、必要事項を記入の上、

サッシ協会へ郵送にてお申込みください。なお審査のために企業案内も必要ですので

併せて郵送してください。

　申請書確認後、審査等を行い、審査に適合した企業様には「商標使用許諾契約書」

及び「窓の性能ピクト印刷用CD-R）を送付いたします。

（審査の結果ご使用いただけない場合もあります）

宛先： 〒１０５－０００２　東京都港区愛宕１－３－４　　愛宕東洋ビル７階

一般社団法人　日本サッシ協会　担当：住宅サッシ部、渡辺　宛

　お問い合わせ先

一般社団法人　日本サッシ協会　渡辺　まで

TEL：０３－６７２１－５９３４

FAX:０３－６７２１－５９３３

E-mail：watanabe@jsma.or.jp

以上

「窓の性能ピクト」使用の申請について

平成２８年９月１日

（一社）日本サッシ協会

住宅サッシ委員会

記



平成２８年　９月１日　改定

平成１９年１１月１日　制定

一般社団法人 日本サッシ協会

（一社）日本サッシ協会が推奨する住宅のカタログその他に掲載する窓の性能表示マーク

（性能ピクトグラム･･･以下、略して性能ピクトという）についての運用基準を以下に規定する。

１．目的：

消費者に対して、家における窓の役割を広く認知してもらうために窓の性能をわかりやすい｢性能ピクト｣

として表現し、表示することにより、“家における窓の役割（＝性能）”を広く認識させることを目的とする。

２．適用範囲：

１） （一社）日本サッシ協会会員企業各社が発行する住宅建材商品のカタログ（主に消費者向けカタログ、

総合系カタログ）、施主向け取扱説明書等消費者の手に渡る印刷物を対象とする。

２） （一社）日本サッシ協会が発行するパンフレット・関連資料において、窓の性能解説等のページへの

掲載を対象とする。

３） （一社）日本サッシ協会または会員企業各社が運営するホームページ等への掲載を対象とする。

※ここでいう｢窓の性能｣とは、サッシの１０性能のことであり、住宅性能表示制度でいう１０個の性能とは

　異なるが関連する住宅性能表示制度の性能についても、使用・掲載することを可とする。

４） （一社）日本サッシ協会が使用を認めた企業のカタログ及び、パンフレット、ホームページ、取扱説明書

への掲載

３．性能ピクトのデザイン：

別添（１）、（２）に掲載する１０項目のピクトについて指定色（送付ＣＤ－Ｒ参照／モノクロも可）

を遵守し、使用サイズは１５ｍｍ角以上とする。

４．性能ピクトの掲載時期：

性能ピクトの掲載は、２００７年７月より使用可とする。

５．その他：

１） 性能ピクトは、（一社）日本サッシ協会に帰属するものであり、そのデザインの変更・追加については

（一社）日本サッシ協会住宅サッシ委員会に諮り、承認を得るものとする。

２） 出願・登録に関しての詳細は別添（３）の通り定める。

３） カタログ及び、パンフレット、ホームページ、取扱説明書に掲載する際は、「ピクト①～⑩は

（一社）日本サッシ協会の登録商標です」を掲載する最初のページに記載する事とする。

６．出願・登録費用分担と今後の使用許諾料について

１） 出願・登録費用は（一社）日本サッシ協会加盟各社が負担し、（一社）日本サッシ協会の出願とする。

２） 出願・登録後の使用許諾について

当協会外での使用については、（一社）日本サッシ協会の住宅サッシ委員会での承認事項とする。

この際の使用許諾料は別途定め、（一社）日本サッシ協会の収入とする。

付　則

この基準は、平成１９年１１月１日より実施する。

窓の性能ピクト運用基準



別添（１）：窓の性能項目・窓の性能ピクト



別添（２）：窓の性能ピクト



（出願・登録に関しての詳細　別添（３））

別紙　商標目録

第６類
金属製の窓枠及びサッシ，金属製の天窓，金属製開き窓，金属製装飾用鋳物とガラス
パネルからなるドア窓，金属製窓，金属製窓シャッター，金属製シャッター，金属製玄関
用扉，防火扉，金属製扉､金属製扉枠，金属製スライディングドア，折込式開閉金属
製ドア，金属製ドアパネル，金属製ドア枠，シャッター状パネルを使用した金属製建具，
建築用又は構築用の金属製専用材料

第１９類
アルミニウムと組み合わせてなる木製窓，木製格子窓，木製窓，木製窓枠，建築用木
製窓枠，アルミニウムと組み合わせてなるプラスチック製窓，プラスチック製窓，プラスチック
製格子窓，プラスチック製窓枠，合成樹脂製窓，合成樹脂製窓枠，開き窓（金属製の
ものを除く。），ステンドグラス窓，石製窓，窓（金属製のものを除く。），窓枠（金属製のも
のを除く。），建築用合成樹脂製シャッター，合成樹脂製シャッター，シャッター（金属製の
ものを除く。），飾りガラス付の木製の扉，ガラス製扉，プラスチック製扉，合成樹脂製玄
関用扉，木製扉，石製扉，扉（金属製のものを除く。），扉枠（金属製のものを除く。），
アルミ製のモール付き木製ドア，木製ドア，ガラス製ドア，プラスチック製ドア，木製ドア枠，
ドア用ガラス製パネル，プラスチック製ドアパネル，ガラス製パネル，ガラスを主材料とする建
築材料，ドア用ガラス，安全ガラス，強化ガラス，金属もしくは金属酸化物を被覆した建
築用鱗片状ガラス，型板ガラス，建築用合せ板ガラス，偏光透過特性フィルムを被覆し
た建築用窓ガラス，建築用窓ガラス，建築用ガラス，建築用複層ガラス，建築用変り板
ガラス，建築用磨き板ガラス（窓ガラス），建築用鱗片状ガラス，壁用又は壁材用の建築
用ガラス，合わせ板ガラス，紫外線透過ガラス，色板ガラス，赤外線吸収ガラス，絶縁ガ
ラス（建築用のもの），窓ガラス（乗物用のものを除く。），装飾ガラス，断熱ガラス，発光ガ
ラス，普通板ガラス，変わり板ガラス，放射線遮断ガラス，泡まつガラス，網入り板ガラス，
建築用ガラス板，建築用ガラスからなるパネル，建築用ガラス製パネル，窓用ガラス製パ

○出願日 平成19年11月30日
○出願番号　商　標No.
・気密性　　　：２００７－１２０１８４
・耐風圧　　　：２００７－１２０２０１
・水密性　　　：２００７－１２０１８５
・防露生　　　：２００７－１２０１８６
・バリアフリー  ：２００７－１２０１９０
・遮音性　　　：２００７－１２０１９１
・断熱性　　　：２００７－１２０１９２
・遮熱性　　　：２００７－１２０１９３　　　
・防火性　　　：２００７－１２０１９４
・防犯性　　　：２００７－１２０２０６

※日射熱取得性は商標№未取得


